
社会福祉法人西尾市社会福祉協議会広告掲載要綱 

  

（目的）  

第１条 この要綱は、社会福祉法人西尾市社会福祉協議会（以下「本会」という。）

の広報媒体に広告を掲載する取り扱いについて、必要な事項を定めるものとす

る。  

（広報媒体） 

第２条 次の各号の広報媒体に有料で広告を掲載することができる。 

（１） 本会ホームページ 

（２） その他本会会長（以下、会長という。）が認めたもの 

（広告掲載の範囲）  

第３条 次の各号のいずれかに該当する広告は掲載しないものとする。  

（１） 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの  

（２） 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの  

（３） 政治性又は宗教性のあるもの  

（４） 人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの  

（５） 社会問題についての主義主張にあたるもの  

（６） 意見広告、名刺広告等個人の宣伝に類するもの  

（７） 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの  

（８） 前各号に掲げるもののほか、広告掲載をするものとして不適当であると会長

が認めるもの  

（広告の規格等）  

第４条 広告の規格、掲載条件等は、別表のとおりとする。  

（広告掲載の募集方法）  

第５条 広告の募集は、本会ホームページ等で行うものとする。 

（広告掲載の申込み） 

第６条 広告の掲載を希望する者（以下、申込者という。）は、広告掲載申込書（様

式第１号）にて会長あてに申込むものとする。  

（広告掲載の決定）  

第７条 会長は、第３条の規定に基づき広告掲載の可否を決定し、その結果を申込者

に通知する。  

２ 広告掲載の決定通知を受けた者（以下、広告主という。）は、本会が指定する期

日までに、掲載しようとする広告の原稿等を提出するものとする。 

 

 



（広告主の責務）  

第８条 広告主は、広告及び広告主が指定したリンク先のホームページ内容その他の

広告掲載に関するすべての事項について、一切の責任を負うものとする。  

２ 広告主は、広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負

担において解決しなければならない。  

（広告掲載の取り消し）  

第９条 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに広告の掲載を取り消

すことができる。  

（１） 第３条の規定に反すると認めたとき  

（２） 広告主が指定する期日までに原稿を提出しなかったとき  

（３） 広告主が期日までに広告料を納入しなかったとき  

（４） その他、会長が必要と認めたとき  

（広告掲載の取り下げ）  

第 10 条 広告主は、自己の都合により広告の掲載を取り下げることができる。  

２ 広告主は、前項の規定により広告の掲載を取り下げるときは、広告掲載取下書

（様式第２号）により、会長に申し出なければならない。  

（広告掲載料の還付）  

第 11 条 納入された広告掲載料は還付しない。ただし、広告主の責めに帰すること

ができない理由による場合は、この限りではない。   

（その他）  

第 12 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。  

附 則  

（施行期日）  

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第４条関係）  

広告の規格、掲載条件等  

広報媒体  ホームページ その他 

広告の種類 バナー広告 本会発行物の紙面所定枠 

規格 
１枠 縦 60pix×横 120pix 

形式 JPEG 又は PNG 
媒体により都度定める 

期間・回数 随時更新 媒体により都度定める 

掲載場所・枠数 
トップページ下部 

５枠まで 
媒体により都度定める 

掲載料 

月額 1,000 円 

年額 10,000 円 

掲載期間は、原則として開始月

の最初の平日から終了月の末日

まで 

掲載終了後の広告削除日につい

ては、掲載終了月の翌月最初の

平日に削除 

媒体により都度定める 

入稿方法 広告原稿は広告主において作成し、データにて入稿  

入稿期限 掲載開始日の２週間前まで 媒体により都度定める 

広告掲載料の納入  
本会指定の金融機関へ、広告原稿入稿期限までに全額納入 

なお、振込手数料は広告主の負担 

 

 

 

 

 

 



（様式第１号） 

 

広告掲載申込書 

 

令和  年  月  日 

  （あて先） 

社会福祉法人 

西尾市社会福祉協議会会長 

 

（申込者） 

所在地（住所） 

会社・団体名 

代表者氏名 

 

広告媒体へ広告の掲載をしたく、社会福祉法人西尾市社会福祉協議会広告掲載要

綱第６条に基づき、以下のとおり申し込みます。 

 

記 

広告媒体 □本会ホームページ   □その他 

掲載内容 

（バナーのフレー

ズ、写真等） 

※別添可 

 

掲載希望期間 令和  年  月  から    か月 

担 

当 

者 

氏名  

所属  

電話番号  

e-mail  

備 考  

 

 



（様式第２号） 

 

広告掲載取下書 

 

令和  年  月  日 

  （あて先） 

社会福祉法人 

西尾市社会福祉協議会会長 

 

（申込者） 

所在地（住所） 

会社・団体名 

代表者氏名 

 

広告媒体の掲載取り下げをしたく、社会福祉法人西尾市社会福祉協議会広告掲載

要綱第 10条に基づき、以下のとおり申し込みます。 

 

記 

広告媒体 □本会ホームページ   □その他 

掲載取り下げ日 令和  年  月末日 

取り下げ理由  

担 

当 

者 

氏名  

所属  

電話番号  

e-mail  

備 考  

※バナーの削除は、取り下げ月の翌月初めの平日に掲載削除します。 

 


